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The design side of the performance-based design method is examined. Also the role of the third party 
facility in the current order-contract system is also examined. There are many kind of design method. 
They are performance-based design method, reliability based design method, limit state design method, 
seismic design method, load factor design method, and optimum design method. Former five design 
methods reveal only the analysis and check method, and they do not include the decision making 
function. Optimum design method is the only decision-making method. In performance-based design 
system, the role of the third party facility is large. Here, the several recent published reports on the 
order-contract system are studied, and it is found that in the current system the role of the third party 
becomes important. Finally, it is argued that what is important now is to adjust the specifications that 
include the whole structural analysis, check and design methods. 
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1．まえがき 

 性能設計の概念の国内への導入は，土木関係ではコン

クリート工学分野が早く１）２），その後，構造工学委員会，

鋼構造委員会，日本鋼構造協会（JSSC）等々で検討され，

多くの報告書，あるいは規準類が公開されている．最近

では，それらを包括することを目的に「包括設計コード 

第１版」３）が発表された． 
 しかし，議論が進めば進むほど，“性能設計という概念”

の実態があいまいになってきているという印象を筆者は

もっている．当初の議論は，“国際的同等性”を強いイン

センティブとして，信頼性理論の積極的な導入，耐震設

計における性能マトリクス，あるいは種々のレベルの解

析論が議論され，報告書にまとめられた．筆者はそのご

く一部に関わった当事者でもあるが，これが性能設計だ

ろうかという疑問は，陰に陽に持ち続け今日に至ってい

る．コードに記述すればするほど，性能設計の主旨とは

離れるのではないか．逆に，性能設計のためのガイドブ

ック的なものを想定し，記述すべき内容を吟味してみる

と，概念的なことしか書けないのではないかという結論

に達する．上記の「包括設計コード 第１版」は，包括

コードという側面もあるが，実質的なページ数は 20 頁で，

関連の報告書類の中では最も量的には少ない． 
 今振り返ってみると，必要だったのは性能設計のため

の規準類ではなく，仕様規程の拡充でなかったかという

点を最後に触れる． 
 性能設計が話題になった当初から，筆者は性能設計は

比較的自由な設計法というイメージを持っていた．同時

に気になったのは，規準によらない自由な設計の妥当性，

安全性であった．JSSC の委員会で，たまたまその方面の

役割分担になり，勉強の結果，「第三者機関」の存在を知

り，結果をいくつか発表した４）．一方，設計から離れて

設計，施工を含む発注・契約という内容を見ると，例え

ば発注者責任研究懇談会の報告書５）６）の中でも，第三者

機関には言及されており，発注・契約体系はすでに性能

設計型になっているのではないか，という観点からも若

干の考察を加える． 
 以上の前に，用語としてよく使われる「設計法」につ

いて，最適設計法の研究者として考察を加える． 
 これらが，本文の主な内容である． 
 
2．「設計法」についての考察 

 工学の中で使われる用語として，「・・・設計法」とい

うのは多数ある，土木関係でも，ここで取り上げている

｢性能照査型設計法｣の他に，「信頼性設計法」，｢限界状態

設計法｣，「耐震設計法」，「荷重係数設計法」，｢許容応力

度設計法｣，「最適設計法」などがある．ここで，前 6 者

の設計法と最後の最適設計法とがまったく異なる概念で

あるということは意外と正確に理解されていない．どれ

を用いてもそれなりの設計解が得られると考えられてい

るのが一般のようである．しかし，これらはまったく異

なる概念である．前 6 者の設計法は，解析，照査法を表

す用語であり，これらによっては設計解は得られない．

設計解を与える唯一の手法が｢最適設計法｣である．これ

らの関係を図－1 に示した． 
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図－１ 各種設計法の分析 

 

設計は，多くの意思決定の積み重ねであるから，その

ための「設計(決定)法」と，決定のための参考データを

与える「解析法」，「照査法」からなる．ところが，図に

示すように，設計法に関わる従来の用語は，前２者（「解

析法」と「照査法」）の区別を主な目的として用語が構成

されている．従来，それで問題がなかったのは，設計法

は“経験と勘によるパラメータ選択と許容設計の発見”

しかなかったからである．だから，例えば信頼性設計法

とは，解析手法が確率論的要素を含む構造解析法であり，

照査法が破壊確率あるいはそれに関わる数値による照査

を意味し，構造諸元の決定は，何らかの方法による決定

としか表現できないものである．耐震設計法とは，静的

あるいは動的構造解析による応答値を限界値に対して照

査する方法であり，構造諸元の決定は何らかの方法によ

る決定としか表現できないものである．上図に示したが，

図に示すように「・・・設計法」とは，「・・・」に関わ

る部分に知識，知恵を入れ込んだ解析・照査法を表し，

設計に関する部分は科学的とは言いがたいものを意味す

る．極端に言えば，解析・照査部分の精度が設計の段階

で無に帰すこともありうるということである．図には最

適設計法を「科学的設計法」と示してあるが，総ての工

学分野で，日本の土木学会ほどこの分野の価値を軽んじ

ている学会はないといっても過言でないであろう． 
 
３．設計法 
 前節では， 「・・・設計法」とは，「・・・」に関わ

る部分に知識，知恵を入れ込んだ解析・照査法を表すと

説明した．これらの解析・照査法が我々に与えるのは，

あくまでも設計空間であり，設計解ではない．設計空間

には無数の設計解が含まれており，その中から一つを選

択するためには，設計の価値を評価する関数(目的関数)

と手法が必要である．上で説明した「・・・設計法」の

設計法の部分は何を表すかというと，適当に設計解を選

択して解析と照査を行い，その設計解が照査条件を満足 
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図－2 少し複雑な設計問題のモデル 

 

しているかどうかを検討する．これを数回繰り返して設

計者が最も良いと判断する設計解を採用する．この時，

設計空間の広がりは意識されないし，選択した設計解の

最適性は検討されない． 
 これで，どこに問題がある？という質問がされること

がある．上記の設計法で試みる設計は、過去の経験の積

み重ねの結果きわめて妥当なものであるし，その上でい

くつかの設計の比較は行い最も良いものを選択している．

これで十分ではないか． 
 これはこれで精密に議論をすれば，用いられている手

法が非科学的であることは説明できる．しかし，従来顕

著な問題が生じていない設計問題に厳密な最適性の議論

をする必要はあまりない．しかし，例えば以下のような

問題ではどうであろうか？ 
少し複雑な設計問題として，図－２に示す構造システ

ムの例を説明する．図は概念図であるが，一般的な補強

あるいは耐震補強等においてはよく見られるる問題をモ

デル化したものである．このシステムにおいては，図に

示されるように，入力に対して出力があり，それは時刻

歴応答解析法などにより計算される．ところが，示方書

類の見直しで入力系が変わり，現状のシステムでは，新

しい入力系に対して対応しきれない(耐震性能を満足し

ない)ので，①～ⓝに装置（減衰装置など）を設置して対

応することを考える．装置 i の機能は，パラメータａi

とｂiで決定される．要求が出力値をある値以内に抑える

ことのみであれば，試行錯誤的な方法でも，応答を許容

値以内に抑えるパラメータの設定は可能である．もちろ

ん，これはこれ自身かなり難しい．しかし，さらに．装

置は高額であり，同程度の性能が得られるのなら，設置

箇所は少ない方が良い，という要求がついた場合はどう

であろうか？考慮すべき組合せ数が一挙に膨大な数にな

る．つまり，装置の組合せの数だけでも２n になり，さ

らにそれぞれの装置のパラメータ ai，biを決める必要が

ある． 
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この問題を整理して記述すれば以下のようになる． 

 

○目的関数：設置費，装置費を含む総コスト最小 

○制約条件：耐震性能を満足する 

○設計変数：装置を設置する箇所と各パラメータの値 

 

この場合，いくつかの装置をはずし，試行錯誤的な方

法で得られた解の妥当性は，どのように説明されか？従

来の“耐震設計法”といわれる設計法の枠組みの中では，

設計解を与えることができないのは明らかである．科学

的な設計法によらない限り，経済性の説明は出来ないと

思われる．さらに，試行錯誤的な決定法では，耐震性能

さえも十分に補償されているとはいえない．つまり，解

析・照査により試行錯誤的に選択した設計解が耐震性能

を満足していることは示される．しかし，設計空間の中

でどの程度余裕があるか，あるいは設計解に対してどの

程度の感度を持っているかは知る由がないない．これで

どうして安全性を保証できるのか．この議論は， 「・・・

設計法」といわれる設計法に総て指摘されることであり，

性能設計の導入以前から最適設計に関わる研究者が訴え

て来たことである．７） 
なお，上記と同種の問題が設定され解かれている．８） 

性能設計においては，まず要求性能が示される．要求

性能とは，構造物がその目的を達するために保有が必要

な性能を一般的な言葉で表したものと定義される．その

要求性能は適切な手法で照査が可能なように具体的に記

述される．適切な手法で照査が可能とは，許容応力度の

ように限界値を明確に数量化することがイメージされる．

しかし，最適化手法の知識があれば，総ての条件を不等

号の形で表現する必要はなく，限界値はあいまいのまま

定式化は可能である．つまり，要求性能は，｢制約条件型｣

と｢努力目標型｣ ４）のどちらかの形で定式化されれば良

い．例えば，“できるだけ騒音が少ない”とか,“できる

だけ振動が少ない”という類の要求性能は，｢努力目標型｣

の制約条件として以下の多目的最適化問題としての定式

化の中に組み込むことができる． 
 

○目的関数： 

{F({X})} = {f1({X}), f2({X}), ･･･, fr({X})} →min   

（１） 

              

公共事業においては，国民が間接的な第一者であり，

国民から権限を委託されている「官」が直接の第一者と

なる．第二者は，前記のように，設計，施工の当事者と

しての「民」が該当する．この「官」と「民」の他に，

第三者検査を実施する民間の第三者機関がなければなら

ないことになる． ○制約条件： gj({X})≦0 (j=1～m)     （２） 

○設計変数： {X} = {X1, X2, ･･･, Xn}    （３） 
 
ここで，｢努力目標型｣の要求性能は，式（1）の中に，“で

きるだけ騒音が少ない”あるいは“できるだけ振動が少

ない”という目的関数として含まれ，トレードオフによ

り最終的な値が決められることになる． 
 ライフサイクルコスト（LCC）という概念は，性能設

計においても考慮すべき重要な項目である．橋梁の維持

管理においても，LCC 最小化は重要な課題の一つと考え

られる．しかし，LCC 最小化の結果は管理者側が受け入

れることができない場合があるという議論があり，この

種の問題に最適化手法を応用することに疑問が投げかけ

られることがある．これは，最適設計法に対する理解不

足による誤解であると考えられる．確かに維持管理の問

題は，管理者側の財政事情により，初期の予算が十分に

ない場合，毎年の予算が十分にない場合，あるいは，一

部の橋梁の劣化が極端に進んでいる場合など多様な局面

が予想される．しかしこれらは，最適化問題の定式化の

中に含めることは可能であり，それぞれに応じたより良

い設計解を与えることができるものである． 
 

４．第三者機関 

ISO 方式とは，“国際的に統一された方式による民間の

第三者検査体制”を意味する９）ので，性能設計のことを

考えるときは，「第三者機関」は重要なキーワードになる． 

まえがきにも触れたが，性能設計という概念が国内に

導入されたとき，比較的自由な設計法というイメージが

あったせいもあり，筆者が最初に考えたことは，『提出さ

れた設計が，あるいは一連の施工手順が，あるいは完成

された構造物が，あるいは構造物の設計供用期間中の維

持管理体制が，要求性能を達成しているかどうかの｢検

査｣，｢照査｣は誰が行うか？』という点であった．答えは，

官でもなく，民でもなくで「第三者機関」であった． 

  ISO の定義によれば，第三者（third party）とは，「当

該問題に関して，当事者と無関係であると認められる人

または組織体．」と定義される． 

  ここで，当事者は，供給者（第一者，first party）お

よび購入者（第二者，second party）である．また，こ

の第三者検査機関が行う認証と認定の関係は以下のよう

になる９）．認定が最高の行為であり，認定された諸機関

（第三者機関）とその要員によって認証が達成されて，

第三者機関は適合の活動を客観的に評価し，証明書を出

して認証し，認証された状態が継続されていることを監

視する． 

 性能設計に関する報告書の中で，第三者機関について

言及しているものは少ない．その中で，土木学会鋼構造

委員会鋼構造物の性能照査型設計法に関する調査特別小

委員会は，2003 年 4 月に報告書「鋼構造物の性能照査型

設計体系の構築に向けて」１０）を発表した．その中で，

“A 編：性能照査型設計体系導入への社会機構上の問題 

１．性能照査型設計体系導入への課題 1.8 性能照査型

設計に適合した社会機構体系の例として”の中で図－３

に引用した概念図を示し，“認定機関”という機関を提 
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図－３ 性能照査型設計に適合した社会機構体系の例

（概念） （文献 10）より引用） 

 

案している．この“認定機関”は，必ずしも第三者であ

ることが明記されてはいないが，発注機関，あるいは受

注機関それぞれにおいて，外部の機関に技術の認定を求

めている点，およびそれぞれにおいて“保険会社”との

関わりを示している点は注目される． 

 矢印についている数字の内容は以下である． 

① 説明責任：事業の目的，国民の需要，要求性能，ラ

イフサイクルコストを前提とした費用便益分析など

の情報公開 

② 費用分担，事業情報の開示要求 

③ 目標性能の明示：VE 制度，総合評価制度，機能回復

措置（保険制度） 

④ みなし仕様，または目標性能の達成技術の提案：VE

提案 

⑤ 設計審査，施工検査の代行の依頼 

⑥ 認定技術の提示 

⑦ 新技術の審査：要求性能の妥当性の確認 

⑧ 新技術の認定：新技術の審査，認定 

⑨ リスクの評価 

⑩ リスクの分散（保険により発注機関や受注者が自ら

のリスクを分散させる場合もある） 

次に，現在いろいろな角度から再検討されてきている

入札・契約方式の中での第三者機関の役割について検討

を加える． 
 

５．入札契約方式と性能設計 

設計コードの議論とは別に，現在，発注・契約に関す

る議論が活発になされている．これらの中には「第三者

機関」の利用について積極的な動きがある．前節で説明

した性能設計の体系の中での第三者とは若干ニュアンス

が違うが，重要な点と思われるので，いくつかの具体的

な事例の紹介の中で説明する． 

（１） 公共工事の品質確保の促進に関する法律 

平成 17 年 3 月 30 日，国会で「公共工事の品質確保の

促進に関する法律」が成立した．この法律の目的を第 1
条から引用すると以下のようになる． ①

②

ユーザー
（国民，
利用客）

④　 ⑥ 保険会社

 ③  ⑤            ⑩　　　

  ⑨

⑦

⑧

⑪  

⑩

保険会社

発注機関
(国，地方自治体，

公団，JR等）

受注者
（コンサル，
メーカー）

認定機関
（審査センター，
大学，コンサル）

この法律は，公共工事の品質確保が，良質な社会資本

の整備を通じて，豊かな国民生活の実現およびその安全

の確保，環境の保全（良好な環境の創出を含む），自立

的で個性豊かな地域社会の形成などに寄与するものであ

るとともに，現在および将来の世代にわたる国民の利益

であることにかんがみ，公共工事の品質確保に関し，基

本理念を定め，国などの責務を明らかにするとともに，

公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定める

ことにより，公共工事の品質確保の促進を図り，もって

国民の福祉の向上および国民経済の健全な発展に寄与す

ることを目的とすること．（第一条関係） 
この法律のポイントとしては，①公共工事の品質確保

に関する基本理念および発注者の責務の明確化，②「価

格競争」から「価格と品質で総合的に優れた調達」への

転換，および③発注者をサポートする仕組みの明確化，

があげられる．技術提案を積極的に求め，発注者側には，

発注関係事務を適正に行うことができる知識と経験を有

する職員の配置を求めている． 
この法律で注目されるのは，法律と同時に附帯決議が

なされその中に第三者について言及している点である．

附帯決議は 11 項目よりなるが，その第 2 項に， 
二 公共工事の入札および契約の過程などに関して

学識経験者などの第三者の意見を適切に反映す

る方策を講じるとともに，当事者の苦情に適切に

対応するため，法的整備を含む検討を行うこと． 
これは，上記の“発注者をサポートする仕組み”を補

完する内容で，技術提案の審査などで外部の第三者機関

の活用を積極的に求めているものと考えられる． 
（２）総合評価落札方式 

現在（2005 年 10 月）国土交通省のホームページを開

くと，「国土交通省が進める新しい落札方式 総合評価

落札方式 技術とノウハウを活かした公共工事を目指し

て」という形でメリットなどが説明されている． 
 その中に提案募集から落札までの実施手順が記述され

ている．ポイントとともに転記すると以下のようになる． 
① 評価落札方式の適用を決定（a） 

評価項目の選定 ⇒ 評価基準の設定 (b) 
② 評価方法の決定 

  技術提案募集の内容の決定 ⇒ 入札公告等の

内容決定 

③ 公告などの実施 
④ 技術提案の事前審査 
⑤ 入札の実施 
⑥ 総合評価による判定 
  提案内容の評価と総合評価の実施 
⑦ 落札者の決定 (c)・契約 
  契約内容の履行の確認 ⇒ 履行の検証とペナ

ルティ 
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  図－４ 公共事業における技術研究開発から活用までのシステム（案） （文献 6）から引用） 
  
 この総合評価落札方式(総合評価競争入札)を地方自治

体で行おうとする場合には，a)評価を行おうとするとき，

b)落札者決定基準を定めようとするとき，および c)落札

者を決定しようとするときには，２人以上の学識経験者

の意見を聞くことが必要である旨の規程が，地方自治法

施行令第 167 条などに定められている． 

れた． 
Ⅰ．発注者支援制度などを検討する前提となる発注者・

受注者の役割分担と発注者の体制評価 
Ⅱ．発注者支援制度などの具体化に必要な事項 
Ⅲ．企業評価の結果を反映した的確な企業選定の具体的

方策 
（３）発注者責任研究懇談会５）６） Ⅳ．特許工法などの知的財産権の活用方策 
 発注者責任研究懇談会（委員長 近藤次郎 東京大学

名誉教授）は，技術力を重視した企業評価や入札・契約

方式のあり方，総合建設会社と専門工事業者の JV など

の活用方策，不良不適格業者排除の徹底方策，発注者支

援策，成績評定など，中央建設業審議会建議で提起され

た種々の問題を背景として，発注者責任の概念の整理，

公共事業の執行方式の改善策を検討するために，当時の

農林水産省，運輸省，建設省より依頼されて，平成 10
年 4 月に設立された懇談会である．技術力を反映した入

札契約方式（総合評価方式など）や，技術力を重視した

企業評価制度などについて提言が行われた． 

 この報告書の「４．特許工法などの知的財産権の活用

方策など」では，民間技術活用方策として，技術提案を

評価する入札契約方式の積極的活用を求めており，その

ための仕組みとして図－４(文献６)より引用)が提案さ

れている．このシステムの初めに求められている「外部

有識者の意見」を含めて，３度「第三者委員会（外部有

識者の意見）」の意見が求められている． 
 新技術の提案は，基本的には性能設計と共通するもの

であり，このシステム図は，性能設計の活用においても

参考になるものと思われる． 
 

 「中間とりまとめ」は平成 11 年 4 月に公開された．内

容は，総論として発注者責任の概念，各論として入札・

契約方式，企業評価と施工体制，発注者の体制，地域産

業育成・保護と発注者責任の分離，という 4 課題であっ

た． 

６．22 世紀に何を残すか 
今後の橋梁業界は，既存の橋梁群の維持管理が中心と

なり，新設は激減することが予想される．しかし，鋼鉄

といえども永久ではなく，またいつか，恐らく 22 世紀に

は多くの橋梁の新設が要求されると思われる．世界でト

ップクラスの長大橋梁の設計，施工技術を始め，現在の

優れた橋梁技術はどのようにして継承されるか． 
 その後，平成 13 年 3 月に，「発注者責任を果たすため

の具体的施策のあり方（第二次とりまとめ）」が公開さ

れている．ここでは，以下の 4 項目について検討が行わ 性能設計は，具体の設計のよりどころとなる技術基準 
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  図－５ 性能設計，審査体制と構造設計マニュアル 
  

が仕様規定的なものであると，自由な発想による新技術

の開発やその導入の妨げともなりかねず，より柔軟な対

応が可能でさらには技術開発の促進が図られるような基

準が待望された．11)この考え方に異を唱えるものではな

いが，“自由な発想”を補償する技術基準は，当然構造解

析，照査，設計法の詳細に言及することはできず，基本

的な枠組み，システムの記述にとどまらざるを得ないの

ではないか．これを後世に残すことで技術の継承はでき

るのであろうか． 

であるからである． 

 最近の入札契約方式の議論を検討し，すでに性能照査

型になっている実態を紹介した． 

 最近 10 年の性能設計の流れを見て，22 世紀への技術

の継承に不安を持ち，現在の構造設計に関わる総ての技

術を体系付けて残すことを提案した．この設計マニュア

ルにおいては，社会基盤施設に関わる，荷重論，材料論，

解析法，照査法，施工法，補強法，維持管理法，設計法

の総てが網羅され，これによらない場合は「逸脱」とし

て審査を経て適用可能とし，定期的に設計マニュアルに

反映させ，後世に継承する．“性能設計”が議論の中心で

ある現在の流れには逆行する考え方かもしれないが，22

世紀に何を残すか，という疑問から生まれた考えである． 

性能設計に関する多くの報告書では，照査法は従来の

仕様規定型と性能設計型の 2 種類の選択が示される．し

かし，2 者択一なのだろうか．基本的に従来の設計施工

法に従いながら，部分的に新しい試みを取り入れたいと

いうのが実際は多いと思われるが，この様な中間的な設

計，施工法の位置づけはどうなるのだろうか．もしこれ

があるとすれば，現在の技術レベルを集大成する設計マ

ニュアル的なものこそが今必要なものであり，これこそ

後世に残すべき“もの”ではないだろうか． 

 今後の議論のきっかけになれば幸いである． 
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